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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷された用紙を鍵付き排紙手段に排紙可能な画像処理装置であって、
　ユーザを認証する認証手段と、
　前記認証手段による認証結果に従い、前記鍵付き排紙手段の鍵を解錠する鍵制御手段と
、
　前記鍵付き排紙手段に用紙を排紙した複数のユーザの各々が前記認証手段によって認証
されたか否かを示す状態情報を保持する保持手段と、
　前記保持手段に保持された状態情報に基づいて、前記認証手段によって認証されていな
いユーザがいるか否かを判断する判断手段と、
　前記鍵付き排紙手段に排紙された用紙の有無を検知する検知手段と、
　前記検知手段が前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知し、かつ前記判断手段が前
記認証手段によって認証されていないユーザがいると判断した場合、用紙の取り出しに誤
りが発生したことを通知する通知手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記検知手段が前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知した後に前記認証手段が未
認証のユーザを認証した場合、当該ユーザが取り出すべき用紙が他のユーザにより取り出
されたことを通知することを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
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　排紙された用紙の履歴を鍵付き排紙手段ごとに管理する排紙履歴管理手段と、
　前記認証手段が未認証のユーザを認証した場合、前記排紙履歴管理手段が管理する排紙
履歴を表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　複数の鍵付き排紙手段をさらに備え、
　前記鍵制御手段は、前記複数の鍵付き排紙手段のうち、前記認証手段によって認証され
たユーザに対応する用紙が排紙された鍵付き排紙手段の鍵を解錠し、
　前記保持手段は、前記鍵付き排紙手段ごとに、用紙を排紙した複数のユーザの各々が前
記認証手段によって認証されたか否かを示す状態情報を保持し、
　前記判断手段は、前記保持手段に保持された状態情報に基づいて、前記鍵付き排紙手段
ごとに、前記認証手段によって認証されていないユーザがいるか否かを判断し、
　前記検知手段は、前記鍵付き排紙手段ごとに、用紙の有無を検知し、
　前記通知手段は、前記検知手段が前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知し、かつ
前記判断手段が当該鍵付き排紙手段に対して前記認証手段によって認証されていないユー
ザがいると判断した場合、用紙の取り出しに誤りが発生したことを通知する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　印刷された用紙を鍵付き排紙手段に排紙可能な画像処理装置における制御方法であって
、
　ユーザを認証する認証ステップと、
　前記認証ステップによる認証結果に従い、前記鍵付き排紙手段の鍵を解錠する鍵制御ス
テップと、
　前記鍵付き排紙手段に用紙を排紙した複数のユーザの各々が前記認証ステップによって
認証されたか否かを示す状態情報を保持手段に保持する保持ステップと、
　前記保持手段に保持された状態情報に基づいて、前記認証ステップによって認証されて
いないユーザがいるか否かを判断する判断ステップと、
　前記鍵付き排紙手段に排紙された用紙の有無を検知する検知ステップと、
　前記検知ステップが前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知し、かつ前記判断ステ
ップが前記認証ステップによって認証されていないユーザがいると判断した場合、用紙の
取り出しに誤りが発生したことを通知する通知ステップと、
　を備えることを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項６】
　前記通知ステップは、前記検知ステップが前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知
した後に前記認証ステップが未認証のユーザを認証した場合、当該ユーザが取り出すべき
用紙が他のユーザにより取り出されたことを通知することを特徴とする請求項５記載の画
像処理装置の制御方法。
【請求項７】
　排紙された用紙の履歴を鍵付き排紙手段ごとに管理する排紙履歴管理ステップと、
　前記認証ステップが未認証のユーザを認証した場合、前記排紙履歴管理ステップが管理
する排紙履歴を表示する表示ステップと、
　を備えることを特徴とする請求項５又は６記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　前記鍵制御ステップは、複数の鍵付き排紙手段のうち、前記認証ステップによって認証
されたユーザに対応する用紙が排紙された鍵付き排紙手段の鍵を解錠し、
　前記保持ステップは、前記鍵付き排紙手段ごとに、用紙を排紙した複数のユーザの各々
が前記認証ステップによって認証されたか否かを示す状態情報を保持し、
　前記判断ステップは、前記保持手段に保持された状態情報に基づいて、前記鍵付き排紙
手段ごとに、前記認証ステップによって認証されていないユーザがいるか否かを判断し、
　前記検知ステップは、前記鍵付き排紙手段ごとに、用紙の有無を検知し、
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　前記通知ステップは、前記検知ステップが前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知
し、かつ前記判断ステップが当該鍵付き排紙手段に対して前記認証ステップによって認証
されていないユーザがいると判断した場合、用紙の取り出しに誤りが発生したことを通知
する、
　ことを特徴とする請求項５乃至７のいずれかに記載の画像処理装置の制御方法。 
【請求項９】
　請求項５乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行
させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排紙部を備える画像処理装置に関するもので、特に画像処理装置の排紙部に
鍵をかける機能を備えた画像処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、印刷装置を含む画像処理装置には、機密性の高いデータを印刷する際に、ユーザ
が画像処理装置前に来るまで装置内の記憶装置にプリントデータを保持しておき、ユーザ
が画像処理装置に来て、認証操作を行った後、印刷を開始する機能がある。
　しかし、このような機能だけでは、実際にユーザが画像処理装置の前に来て、認証を完
了させなければ印刷を開始できなかった（例えば、特許文献１参照）。
　そこで、複数の排紙部を有し、それらの排紙部に鍵をかけられる画像処理装置がある。
　このような構成を備える画像処理装置では、ユーザは機密性あるいは秘匿性の高いデー
タを印刷する際に、鍵付き排紙部を排紙先として指定して印刷物を排紙させる。画像処理
装置にはユーザを認証するための認証装置が備わっており、例えば、ユーザが認証装置に
カードをかざしたり、パスワードを入力したりすることで、ユーザの認証が実行される。
そして、認証に成功した場合に、認証されたユーザに対応する排紙部の鍵を開け、印刷物
をユーザに提供する。
【０００３】
　これによって、排紙された印刷物が他人に見られることを防ぐことができるだけでなく
、機器の前で印刷完了を待つ必要がなくなる。
　このような画像処理装置の場合、鍵付き排紙部の数には限りがあるため、ユーザ一人一
人に対して一つの鍵付き排紙部を占有で割り当てることは困難である場合が多い。そのた
め、例えば部署毎などの単位で、複数のユーザが一つの鍵付き排紙部を共有して使用する
ことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一つの鍵付き排紙部に複数のユーザの印刷物が混在した状態の場合、先に取りに来たユ
ーザが印刷物の混在に気付かず全ての印刷物を持ち去ってしまう可能性が考えられる。そ
の場合、後になって別のユーザが自分の印刷物を取りにやってきても、既に印刷物は存在
せず、どこに行ってしまったのかも分からないという事態が発生する。
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、複数の排紙
手段を複数のユーザで共有する場合に、いずれかのユーザが排紙された他のユーザの用紙
を取り出したことを他のユーザに通知できる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記目的を達成する本発明の画像処理装置は以下に示す構成を備える。
　印刷された用紙を鍵付き排紙手段に排紙可能な画像処理装置であって、ユーザを認証す
る認証手段と、前記認証手段による認証結果に従い、前記鍵付き排紙手段の鍵を解錠する
鍵制御手段と、前記鍵付き排紙手段に用紙を排紙した複数のユーザの各々が前記認証手段
によって認証されたか否かを示す状態情報を保持する保持手段と、前記保持手段に保持さ
れた状態情報に基づいて、前記認証手段によって認証されていないユーザがいるか否かを
判断する判断手段と、前記鍵付き排紙手段に排紙された用紙の有無を検知する検知手段と
、前記検知手段が前記鍵付き排紙手段に用紙が無いことを検知し、かつ前記判断手段が前
記認証手段によって認証されていないユーザがいると判断した場合、用紙の取り出しに誤
りが発生したことを通知する通知手段とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、一つの排紙部を複数ユーザで共有している環境においても、印刷物の
別のユーザによる持ち去りを検出し、関連するユーザに他のユーザによる持ち去りの発生
を気付かせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態を示す画像処理装置を含む画像処理システムの一例を説明するブロッ
ク図である。
【図２】図１に示した複合機１００の内部構成を示す断面図である。
【図３】図１に示したコントローラ１３０の構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示した複合機１００が管理する排紙先管理ファイル４００の一例を示す図
である。
【図５Ａ】図１に示した複合機１００が管理する排紙部情報管理ファイル５００の一例を
示す図である。
【図５Ｂ】図１に示した複合機１００が管理する排紙部情報管理ファイル５００の一例で
ユーザＡが認証済であることを示す図である。
【図５Ｃ】図１に示した複合機１００が管理する排紙部情報管理ファイル５００の一例排
紙部ＩＤ１の残印刷物がないことを示す図である。
【図６】本実施形態を示す画像処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図７】図３に示した操作部１７０に表示されるユーザインタフェースの一例を示す図で
ある。
【図８】図１に示した複合機１００が管理する排紙部履歴情報管理ファイル１０００の一
例を示す図である。
【図９】本実施形態を示す画像処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１０】図１に示した複合機１００が管理する排紙部履歴情報管理ファイル１２００の
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
　＜システム構成の説明＞
　〔第１実施形態〕
　図１は、本実施形態を示す画像処理装置を含む画像処理システムの一例を説明するブロ
ック図である。本例は、画像処理装置としてデジタル複合機を用いて、ネットワークに接
続される複数の情報処理装置（以下PCと呼ぶ）が接続された画像処理システムの例である
。
【００１０】
　図１において、１００はデジタル複合機（ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
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ｅｒｉｐｈｅｒａｌ）を示し、LAN(Local Area Network)２０を介してPC１０、１１、１
２が接続されている。PC１０、１１、１２はそれぞれユーザA、B、Cが使用しているもの
である。本例では、３台のPCを記載しているが、３台に限定されるものではない。同様に
、デジタル複合機も図面上では１台記載しているが、１台に限定されるものではない。ま
た、１００は本実施例ではデジタル複合機で説明を行っているが、デジタル複合機に限定
されるものではなく、プリンタでも構わない。
【００１１】
　PC１０、１１、１２にインストールされているプリンタドライバからLAN２０を介して
デジタル複合機（以下、複合機と略記する）１００に対してデータの送受信を行う。それ
によってPCで作成されたデータの印刷を行うことや、複合機１００の状態を確認すること
ができる。なお、PC１０、１１、１２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを含むハードウエア資
源を備え、外部記憶装置、入力装置、表示装置等を備え、ネットワークコントローラがＬ
ＡＮ２０に接続可能に構成されている。また、PC１０、１１、１２は、外部記憶装置に記
憶されるオペレーティングシステムをＲＡＭにロードした上で、アプリケーションを実行
してデータ処理を行う。プリンタドライバは、アプリケーションからの印刷要求に応じて
、印刷設定画面を表示装置に表示して印刷要求を受け付ける。なお、プリンタドライバは
生成する印刷ジョブに対して、複合機１００が備える複数の鍵付き排紙部のいずれかを指
定することが可能に構成されている。また、複合機１００は、各鍵付き排紙部を例えば同
じ部署に所属する複数のユーザで共有するため、各各鍵付き排紙部を利用可能なユーザを
あらかじめ登録可能に構成されている。さらに、複合機１００は、入力される印刷ジョブ
に基づいて印刷された用紙を複数の鍵付き排紙部のいずれかに排紙可能に構成されている
。
【００１２】
　複合機１００は、複合機本体１１０と排紙部１５０から構成されている。複合機本体１
１０は、原稿画像の読み取りを行うリーダ１２０、装置全体の制御を行うコントローラ１
３０、用紙に印刷を行うプリンタ１４０で大きく構成される。また、さらに、ユーザの認
証を行うID認証部１６０、複合機１００の操作を指定する操作部１７０で構成されている
。
　ＩＤ認証部１６０はユーザ認証を行うもので、ＩＣカード等のデバイスに蓄積された情
報を読み取ることができる。読み取られたデータは、ＨＤ１３９に蓄積されたユーザ情報
、実行中のジョブのユーザ情報と比較され、結果に応じて複合機１００の使用権限の付与
、各種の設定、実行ジョブに応じた処理等が行われる。認証は、不図示のカメラによる顔
認証や、その他の生体認証で行うことも可能である。なお、ＩＤ認証部１６０は、ＩＣカ
ード以外に、携帯電話やＰＤＡなどの携帯記憶装置から情報を読み取ることができるよう
にしてもよい。
【００１３】
　操作部１７０は、複合機１００の各種設定を行うユニットである。Ｉ／Ｏコントローラ
１３７と操作部１７０間は、通信データと表示データがやり取りされている。通信データ
は操作部１７０で入力されたキーなどを検知するために使用され、表示データは操作部１
７０のディスプレイに表示するために使用される。
　また、排紙部１５０は、排紙制御部１５１を備え、排紙部１５０全体を制御し、コント
ローラ１３０、プリンタ１４０と通信を行い、印刷された用紙の制御を行う。
　排紙トレイ１５６は、排紙された用紙の保管を行い、排紙部の扉に施錠することが可能
な鍵付き排紙トレイ１５８と、扉と鍵のない排紙トレイ（以下、エスケープトレイと呼ぶ
）１５７がある。
　排紙先制御部１５２は、印刷用紙の排紙先の選択に応じて排紙制御を行う。また、鍵制
御部１５３は、ＩＤ認証部１６０による認証結果に基づいて、鍵付き排紙トレイ１５８の
施錠・解錠の制御を行う。扉開閉検知・制御部１５４は、鍵付き排紙トレイ１５８の扉の
開閉を検知し、また扉の開閉を制御することができる。
　用紙検知部１５５は、排紙部上の用紙の有無を検知すると共に、印刷された用紙が最大
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積載枚数を越えていないかをチェックする。排紙トレイ１５６は、鍵制御部１５３、扉開
閉検知・制御部１５４、用紙検知部１５５によって、状態監視、制御される。１５９は排
紙トレイ管理部である。
　排紙先制御部１５２は、PC１０、１１、１２から受信した印刷データの属性情報を判別
して、機密情報を含むセキュリティレベルの高い印刷要求であった場合には、鍵付き排紙
トレイ１５８に出力するように制御を行う。
【００１４】
　図２は、図１に示した複合機１００の内部構成を示す断面図である。なお、本実施形態
における複合機１００は、図２に示すように原稿画像を読み取るリーダ１２０及びプリン
タ１４０、排紙部１５０から構成される。
　リーダ１２０には、原稿を自動給送する原稿給送装置１２１が搭載されている。原稿給
送装置１２１は、原稿トレイ上に上向きにセットされた原稿Pを先頭頁から順に１枚ずつ
左方向へ給紙し、湾曲したパスを介してプラテンガラス１２２上を左から流し読み取り位
置を経て右へ搬送される。その後、原稿Pは、外部の排紙トレイ１２３に向けて排出する
。この原稿Ｐがプラテンガラス１２２上の流し読み取り位置を左から右へ向けて通過する
ときに、この原稿画像は流し読み取り位置に対応する位置に保持されたスキャナユニット
１２４により読み取られる。
【００１５】
　原稿が流し読み取り位置を通過する際に、原稿の読み取り面がスキャナユニット１２４
のランプの光で照射され、その原稿からの反射光がミラーを介してレンズ１２５に導かれ
る。このレンズ１２５を通過した光は、イメージセンサ１２６の撮像面に結像する。
　このように流し読み取り位置を左から右へ通過するように原稿を搬送することによって
、原稿読み取り走査が行われる。イメージセンサ１２６で原稿画像全体の読み取りが行わ
れ、光学的に読み取られた画像はイメージセンサ１２６によって画像データに変換されて
出力される。
【００１６】
　イメージセンサ１２６から出力された画像データは、コントローラ１３０において所定
の処理が施された後にプリンタ１４０の露光制御部１４１にビデオ信号として入力される
。ここで、所定の処理とは、シェーディング補正等が含まれる。
　なお、原稿給送装置１２１により原稿をプラテンガラス１２２上に搬送して所定位置に
停止させ、この状態でスキャナユニット１２４を左から右へ走査させることにより原稿を
読み取ることも可能である。
　プリンタ１４０の露光制御部１４１は、入力されたビデオ信号に基づきレーザ光を変調
して出力し、該レーザ光はポリゴンミラーなどにより走査されながら感光ドラム１４２上
に照射される。感光ドラム１４２には走査されたレーザ光に応じた静電潜像が形成される
。
【００１７】
　この感光ドラム１４２の静電潜像は、現像器から供給される現像剤によって現像剤像と
して可視像化される。また、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、各カセット１
４３、１４４、手差給紙部または両面搬送パス１４５から用紙が給紙され、この用紙は感
光ドラム１４２に搬送される。感光ドラム１４２に形成された現像剤像は用紙上に転写さ
れる。
【００１８】
　現像剤像が転写された用紙は定着部１４６に搬送され、定着部１４６は用紙を熱圧する
ことによって現像剤像を用紙上に定着させる。定着部１４６を通過した用紙はプリンタ１
４０から排紙部１５０に向けて排出される。
　ここで、用紙をその画像形成面が下向きになる状態（フェイスダウン）で排出するとき
には、定着部１４６を通過した用紙をフラッパの切換動作により一旦反転パス１４７内に
導く。その用紙の後端がフラッパを通過した後に、用紙をスイッチバックさせて排出ロー
ラによりプリンタ１４０から排出する。
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　以下、この排紙形態を反転排紙と呼ぶ。この反転排紙は、原稿給送装置１２１を使用し
て読み取った画像を形成するときまたはコンピュータから出力された画像を形成するとき
などのように先頭頁から順に画像形成するときに行われ、その排紙後の用紙順序は正しい
頁順になる。
【００１９】
　さらに、用紙の両面に画像形成を行う両面記録が設定されている場合には、フラッパの
切換動作により用紙を反転パス１４７に導いた後に両面搬送パス１４５へ搬送する。両面
搬送パス１４５へ導かれた用紙を上述したタイミングで感光ドラム１４２に再度給紙する
制御が行われる。プリンタ１４０から排出された用紙は排紙部１５０に送られる。
　この排紙部１５０では、排紙先（トレイ）への排紙処理を行う。排紙部はトレイ１５７
及び排紙部１５８－１から排紙部１５８－５まで計６個のトレイに分かれており、トレイ
１５７は鍵のかかっていないエスケープトレイとなっている。一方、排紙部１５８－１か
ら排紙部１５８－５はそれぞれ扉がつき、施錠可能なトレイである。なお、本実施形態で
は、各トレイ１５８－１から１５８－５は、それぞれのトレイを複数のユーザで用いるこ
とが可能に構成されている。
【００２０】
　プリンタ１４０から排紙部１５０に送られた用紙は、排紙先制御部１５２において、６
つある排紙先（トレイ）の中から決められた排紙先に合わせてフラッパが切り替えられ、
搬送パスの経路が選択されて、排紙部に送られる。
　トレイ１５７、排紙部１５８－１～１５８－５に送られた用紙は、先に送られた用紙が
下になるように順次重ねられる。
　排紙部１５８－１から１５８－５に排紙された用紙を取り出す場合には、ＩＤ認証部１
６０により認証を行ってから、鍵付き排紙トレイ１５８の鍵１５３を解錠して、扉を開く
必要がある。
　鍵付きの排紙部１５８－１から１５８－５には、それぞれ排紙された用紙の残量を検知
するセンサ１５５が配置されている。さらに、扉開閉検知・制御部１５４は扉の開閉制御
とともに、扉の開閉を検知することができる。
【００２１】
　排紙トレイ管理部１５９は、各ユーザがどの鍵付き排紙部１５８に機密文書を出力し、
使用しているかを管理する。排紙トレイ管理部１５９は、ユーザが鍵付き排紙部１５８に
機密書類を送信した際に、後述する図４に示す排紙先管理ファイル４００の内容を参照し
て、鍵付き排紙部１５８－１から１５８－５のいずれのトレイに排出するかを決定する。
なお、以下の説明において鍵付き排紙部１５８－１から１５８－５を総称する場合には、
鍵付き排紙部１５８と記す。
　なお、本実施形態では予めユーザ毎に鍵付き排紙部１５８が決められている例を示して
いるが、排紙トレイ管理部１５９が動的に鍵付き排紙部１５８を割り当てたり、ユーザが
明示的に使用する鍵付き排紙部１５８を指定したりしても良い。
【００２２】
　図３は、図１に示したコントローラ１３０の構成を示すブロック図である。図１と同じ
符号は、説明を省略する。
　図３において、ＣＰＵ１３１は複合機１００全体を制御し、ＣＰＵコア、画像処理ブロ
ックを内蔵するコントローラＩＣである。ＲＡＭ１３３は、ＣＰＵ１３１が動作するため
のシステムワークメモリであり、画像データを一時記憶するための画像メモリでもある。
ＲＯＭ１３２はブートＲＯＭであり、システムの起動を行うためのブートプログラムが格
納されている。また、ＣＰＵ１３１は通信データ、画像データ等の送受信を高速に行うこ
とのできるシステムバスを介して、ネットワークコントローラ１３５、Ｉ／Ｏコントロー
ラ１３７、通信Ｉ／Ｆ１３６に接続されている。
【００２３】
　ネットワークコントローラ１３５はＬＡＮ２０と接続され、データ送受信を行うコント
ローラである。ＬＡＮ２０に接続されたＰＣ、外部装置との通信、画像データやデバイス
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情報等の入出力を柔軟に行うことができる。
　Ｉ／Ｏコントローラ１３７は、各種のＩ／Ｏデバイスを制御するものである。ＣＰＵ１
３１は、Ｉ／Ｏコントローラ１３７を介してＨＤ１３９、ＩＤ認証部１６０、操作部１７
０を制御することができる。
　１３９はハードディスクドライブ（ＨＤ）で、システムソフトウェア、画像データ、シ
ステム管理データ、ボックス管理データなどを格納している。ＳＲＡＭ１３８は、電池で
バックアップされたメモリであり、コントローラ１３０の各種設定データを保持すること
ができる。
【００２４】
　画像処理部１３４は画像の縮小、拡大、輝度-濃度変換など各種の画像処理を行う。リ
ーダ１２０からの入力画像データに対する画像処理部分とプリンタ１４０への出力画像デ
ータに対する画像処理部分から構成されている。
　リーダ１２０により読み込まれた画像データは画像処理部１３４を介してＣＰＵ１３１
に入力され、ＲＡＭ１３３に一時的に格納される。ＣＰＵ１３１の内部には画像の圧縮、
伸張、回転処理を行うブロックを備え、ＲＡＭ１３３に格納された画像データにアクセス
して各の処理を行うことができる。
【００２５】
　圧縮処理された画像データは、Ｉ／Ｏコントローラ１３７を介してＨＤ１３９に転送さ
れて格納される。また、ＨＤ１３９に格納された画像データはＣＰＵ１３１により読み出
され、伸張処理された後、プリンタ１４０で用紙に画像形成することができる。
　また、ネットワークコントローラ１３５を介してＬＡＮ２０に接続された外部装置に送
信することが可能である。リーダ１２０が読み取った画像データは画像処理部１３４を介
して画像処理され、プリンタ１４０に出力される。その際の通信処理は通信Ｉ／Ｆ１３６
を介して行っている。また、通信Ｉ／Ｆ１３６は、排紙制御部コントローラ１５１とも通
信を行い、排紙部の制御を指示する。
【００２６】
　ＰＣ１０～１２等によるＬＡＮ２０を介した印刷データは、ネットワークコントローラ
１３５、ＣＰＵ１３１を介してＲＡＭ１３３の受信バッファに入力される。ＣＰＵ１３１
内のラスターイメージプロセッサブロック（ＲＩＰ）は、受信したＰＤＬ（Ｐａｇｅ　Ｄ
ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）コードからなる印刷データをＲＡＭ１３３上
でビットマップイメージに展開する。ＲＡＭ１３３上に展開された画像データは、プリン
タ１４０に転送され、用紙に画像が形成される。
【００２７】
　また、ネットワークコントローラ１３５を介して受信したデータは、印刷するだけでな
く、ＨＤ１３９に格納することや、外部装置に送信することもできる。また、プリンタ１
４０には、異なる用紙サイズまたは用紙向きを選択できるように複数の給紙段を持ち、そ
れに対応した用紙カセットを備えている。
　プリンタ１４０にて画像形成された用紙は排紙部１５０へ送られ、鍵付き排紙トレイ１
５８、あるいはエスケープトレイ１５７上に排出される構成となっている。
【００２８】
　図４は、図１に示した複合機１００が管理する排紙先管理ファイル４００の一例を示す
図である。
　図４において、排紙先管理ファイル４００は、あるユーザが鍵付き排紙トレイ１５８に
機密書類を送信した際に、鍵付き排紙トレイ１５８－１から１５８－５のいずれのトレイ
に排出させるかという情報を格納したファイルである。排紙先管理ファイル４００の内容
は予め管理者等によって設定されており、複合機１００のＳＲＡＭ１３８またはＨＤ１３
９に記憶されている。
　カラム４０１は、排紙部ＩＤを示し、排紙部ＩＤ１～５は鍵付き排紙トレイ１５８－１
～１５８－５にそれぞれ対応付けられている。
　カラム４０２は、ユーザ名を示し、排紙部ＩＤ１～５のそれぞれに関し、当該排紙トレ
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イを使用するユーザ名が設定される。本実施形態では、排紙部ＩＤ１に対応する鍵付き排
紙トレイ１５８－１を使用するユーザとしては、例えばユーザＡ、Ｂ、Ｃなどが設定され
ている。
【００２９】
　図５Ａは、図１に示した複合機１００が管理する排紙部情報管理ファイル５００の一例
を示す図である。
　図５Ａにおいて、カラム５０１は排紙部ＩＤを示し、排紙部ＩＤ１～５は鍵付き排紙ト
レイ１５８－１～１５８－５にそれぞれ対応付けられている。
　カラム５０２は、残用紙を示しており、鍵付き排紙トレイ１５８－１～１５８－５のそ
れぞれに関して、残用紙の有無情報を表わしている。
　カラム５０３は、ユーザ名を示しており、鍵付き排紙トレイ１５８－１～１５８－５の
それぞれに関して、当該鍵付き排紙トレイ上に印刷物が排紙されているユーザを表わして
いる。
　カラム５０４は、ユーザの認証情報を示しており、カラム５０３に設定されたユーザの
認証情報を表わしている。当該ユーザが複合機１００のＩＤ認証部１６０で認証を実施し
ていない場合は“未認証”が設定される。一方、当該ユーザが複合機１００のＩＤ認証部
１６０で認証を実施した場合は“認証済”が設定される。ここで、カラム５０４に“認証
済”が設定されている場合は、ユーザが自身の印刷物の取り出し操作を行ったことを示す
。また、同様にカラム５０４に“未認証”が設定されている場合は、ユーザが自身の印刷
物の取り出し操作を行っていないことを示す。このように、排紙部情報管理ファイル５０
０は、各排紙部の状態情報を管理する。
【００３０】
　なお、図５Ａでは具体例として、鍵付き排紙トレイ１５８－１にユーザA、B、Cの印刷
物が混在している状況での、排紙部情報管理ファイル５００の内容を示している。従って
、カラム５０１の排紙部ＩＤが“１”である排紙部に関して、カラム５０２の残用紙には
印刷物が存在していることを示す“有”が設定されている。そして、カラム５０３には“
ユーザA、B、C”が設定されている。ここでは更に、ユーザA、B、Cのいずれもまだ複合機
１００のＩＤ認証部１６０で認証を実施しておらず、自身の印刷物の取り出しを行ってい
ないものとする。そのため、カラム５０４にはいずれのユーザに関しても“未認証”が設
定されている状態に対応する。
【００３１】
　図６は、本実施形態を示す画像処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図１に示した複合機１００において、印刷物の別のユーザによる
持ち去りが発生した際の処理例である。なお、Ｓ６０１～Ｓ６０６は各ステップを示す。
また、各ステップに対応する制御手順は複合機１００のＲＯＭ１３２またはＳＲＡＭ１３
８またはＨＤ１３９に記憶されており、ＣＰＵ１３１により実行される。以下、複合機１
００における印刷物の別のユーザによる持ち去り検知・通知処理の流れを説明する。
【００３２】
　なお、ここでは具体例として、図５Ａで述べた排紙状況、すなわち、鍵付き排紙トレイ
１５８－１にユーザA、B、Cの印刷物が混在している状況下において、ユーザAが誤ってユ
ーザB、Cの印刷物も持ち去ってしまうケースについて説明する。
　まず、複合機１００のＣＰＵ１３１は、Ｓ６０１で、鍵付き排紙トレイ１５８－１に関
して、ユーザA、B、Cのいずれかによる認証と印刷物の取り出しが発生するのを待つ。例
えば、ＣＰＵ１３１は、ユーザのＩＤ認証部１６０によってユーザの認証を行った後、当
該ユーザの印刷物が排紙された鍵付き排紙トレイ１５８－１を解錠する。それによって、
コントローラ１３０は、ユーザによる用紙の取り出しが発生したと判定する。または、ユ
ーザの認証に加えて、用紙検知部１５５によって、鍵付き排紙トレイ１５８－１に排紙さ
れた用紙の量が変化したことを検知した場合に、ユーザによる用紙の取り出しが発生した
と判定してもよい。ここでは、ユーザAがID認証部１６０で認証を行い、鍵付き排紙トレ
イ１５８の鍵１５３を解錠して扉を開き、鍵付き排紙トレイ１５８－１から印刷物を取り
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出したものとする。そして、その際、ユーザAは鍵付き排紙トレイ１５８－１にユーザB、
Cの印刷物も混在していることに気付かず、全ての印刷物を持ち去ってしまったものとす
る。
【００３３】
　そして、Ｓ６０２で、ユーザAにより扉が閉められ、印刷物の取り出しが完了すると、
複合機１００は用紙検知部１５５において鍵付き排紙トレイ１５８－１上の印刷物の有無
を検知する。ここで、まだ残印刷物があるとＣＰＵ１３１が判断した場合は、再びＳ６０
１に戻り、更に別のユーザによる認証と印刷物の取り出しが発生するのを待つ。
　しかしながら本例では、ユーザAが鍵付き排紙トレイ１５８－１上の全ての印刷物を持
ち去ってしまったため、印刷物無しが検出されることとなる。
　Ｓ６０２において、用紙無しが検出されたとＣＰＵ１３１が判断した場合、Ｓ６０３へ
進む。そして、Ｓ６０３で、ＣＰＵ１３１は、まだ印刷物の取り出しを行っていない未認
証のユーザが存在するかどうかを更に判定する。
　そして、未認証のユーザが存在していないとＣＰＵ１３１が判断した場合は、印刷物の
別のユーザによる持ち去りは発生していないものと判断し、直ちに本フローチャートを終
了する。
【００３４】
　一方、本例では、排紙部情報管理ファイル５００の内容より、ユーザB、Cがまだ認証を
行っていないことが分かる。現時点では、ユーザB、Cが鍵付き排紙トレイ１５８－１上に
排紙を行った後、まだ取りに来ていないにも関わらず、排紙トレイ１５８－１上には残印
刷物が存在していない。このことから、ＣＰＵ１３１は、印刷物の別のユーザによる持ち
去りが発生したものと判断出来る。
　従って、複合機１００は、Ｓ６０４で、認証済みユーザおよび未認証ユーザのそれぞれ
に対して電子メールを送信し、印刷物の別のユーザによる持ち去りが発生したことを通知
する。
【００３５】
　この際、別のユーザによる持ち去りを行ったと考えられる認証済みユーザ（本例ではユ
ーザA）に対しては、他のユーザ（本例ではユーザB、C）の印刷物を誤って持ち去った可
能性がある旨を示す電子メールが送信される。なお、各ユーザに電子メールを送信するた
めのメールアドレスは、予めＨＤ１３９に記憶しておけばよい。
　一方、自身の印刷物を持ち去られた側の未認証ユーザ（本例ではユーザB、C）に対して
は、他のユーザ（本例ではユーザA）が誤って持ち去った可能性がある旨を示す電子メー
ルが送信される。これにより、相互に印刷物の取り違えが発生していることが、当該鍵付
き排紙トレイ１５８－１に設定され、かつ、取り出し前のユーザ全員にその旨が通知され
ることとなる。しかしながら、このユーザＡ～Ｃは、鍵付き排紙トレイ１５８－１を共有
するユーザ同士である。このため、その後のユーザ間で連絡を取り、例えばユーザＡ、ユ
ーザＢ、Ｃについてもそれぞれのユーザが必要としていた印刷物を手渡しによって渡すこ
とが可能となる。
【００３６】
　なお、ここで更に、ユーザBは上記通知に気付かないまま、複合機１００の前までやっ
てきて、ID認証部１６０で認証を実施したものとする。
　次に、Ｓ６０５で、複合機１００のＣＰＵ１３１が、未認証ユーザによる認証が発生し
たことを検知すると、Ｓ６０６に処理を進める。Ｓ６０６で、ＣＰＵ１３１は、操作部１
７０上に「他のユーザの印刷物も取り出した可能性がある」旨を示すメッセージを表示し
た後、本フローチャートを終了する。または、鍵付き排紙トレイを操作したユーザは既に
その場所を立ち去っている可能性もあるため、「印刷物が他のユーザによって持ち去さら
れた可能性がある」旨を示すメッセージを表示した後、本フローチャートを終了するよう
にしてもよい。いずれにの場合でも、Ｓ６０６では、印刷物の取り出しに誤りがあった可
能性を示唆するメッセージを表示することが好ましい。なお、ユーザＡの取り出し時刻と
、ユーザＢが認証した時刻、及びそれらの差分を算出して、その経過時間を合わせて操作
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部１７０に表示してもよい。
　一方、Ｓ６０５において、未認証ユーザによる認証が発生しなかったとＣＰＵ１３１が
判断した場合には、直ちに本処理フローを終了する。
【００３７】
　図５Ｂ、図５Ｃは、図１に示した複合機１００が管理する排紙部情報管理ファイル５０
０の一例を示す図である。本例は、図６に示したＳ６０１において、ユーザAがログイン
を行った直後の排紙部情報管理ファイル５００の内容を示す。
　図５Ａで示した排紙部情報管理ファイル５００の内容との差異として、図５Ｂでは、Ｓ
６０１のステップにおいてユーザAの認証が実施済みであるため、ユーザＡに対応したカ
ラム５０４の設定欄が“認証済”に変更されている。その他の内容に関しては、図５Ａの
時点から変更は無い。
　同様に、図５Ｃは、Ｓ６０２において鍵付き排紙トレイ１５８－１の残印刷物無しが検
知された直後の排紙部情報管理ファイル５００の内容を示す。図５Ｃでは、図５Ｂから更
に、カラム５０２に示す残印刷物情報の設定欄が“無”に変更されている。このように、
本実施形態に示す画像処理装置では、各鍵付き排紙トレイ毎にユーザ認証状態と、ユーザ
名と、用紙の有無とを対応付けて排紙部毎に保持している。
【００３８】
　複合機１００のＣＰＵ１３１は、Ｓ６０３において、図５Ｃに示す排紙部情報管理ファ
イル５００の内容を参照する。それにより、鍵付き排紙トレイ１５８－１において印刷物
の別のユーザによる持ち去りが発生した可能性を検知することが可能となる。ここでは、
具体的に、ＣＰＵ１３１は、認証済のユーザＡが、未認証のユーザＢ、ユーザＣの印刷物
を持ち去った可能性があることを検知することができる。
【００３９】
　図７は、図３に示した操作部１７０に表示されるユーザインタフェースの一例を示す図
である。本例は、Ｓ６０６において複合機１００の操作部１７０上に表示されるメッセー
ジの一例に対応する。
　図７において、操作画面９００は、ユーザBが認証を行った際に複合機１００の操作部
１７０上に表示される基本操作画面である。メッセージ画面９０１は、印刷物を別のユー
ザに持ち去られてしまったユーザ（ユーザＢまたはＣ）が認証を行った際にのみ、操作画
面９００の前面に表示されるメッセージ画面である。
　メッセージ画面９０１には、ユーザBの印刷物が既に他のユーザにより持ち去られたこ
とを示すメッセージと、持ち去りを行った可能性のあるユーザとして、その時点での認証
済みユーザの名前、ユーザＡがＣＰＵ１３１の制御で表示される。
　また、ボタン９０２はメッセージ画面９０１の表示を終了させるためのボタンである。
ユーザがボタン９０２を押下すると、メッセージ画面９０１の表示は終了し、操作部１７
０上には操作画面９００のみが表示されることとなる。
【００４０】
　以上、本実施形態によれば、一つの排紙部を複数ユーザで共有している環境において、
印刷物の別のユーザによる持ち去りが発生した場合に、関連するユーザに通知を行う。そ
れによって、持ち去った側にも持ち去られた側にも他のユーザによる持ち去りの発生を気
付かせることが可能となる。
　また、それにより、自分の印刷物の行方が分からなくなってしまうという事態を防ぐこ
とも可能となる。
　更には、通知が届くのは実際に別のユーザによる持ち去りが発生した場合に限られるた
め、不要な通知がユーザのもとに頻繁に届いてしまう事態を防ぐことも可能である。
【００４１】
〔第２実施形態〕
　上記第１実施形態では、複合機１００において、あるユーザが他のユーザの印刷物を全
て誤って持ち去ってしまった場合に、関連するユーザに通知することで、別のユーザによ
る持ち去りの発生を気付かせる処理について説明した。
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　しかしながら、この場合、あるユーザが他のユーザの印刷物の全てではなく一部のみを
誤って持ち去った場合には、上記通知は行われず、持ち去られたユーザは自分の印刷物の
行方が分からなくなってしまう場合がある。
　そのため、第１実施形態で述べた複合機１００において、更に、鍵付き排紙トレイ１８
５上に複数ユーザの印刷物の混在が発生した場合には当該排紙部情報を履歴として残し、
後でユーザが確認可能とするように構成しても良い。
　図８は、図１に示した複合機１００が管理する排紙部履歴情報管理ファイル１０００の
一例を示す図である。
　図８において、カラム１００１は本管理ファイルにおいて各履歴情報を管理するために
付与される番号を示す。
　カラム１００２は印刷物の混在が発生した排紙トレイの排紙部ＩＤを示す。排紙部ＩＤ
１～５は鍵付き排紙トレイ１５８－１～１５８－５にそれぞれ対応している。カラム１０
０３は混在が発生したファイルの名前を示す。カラム１００４は、カラム１００３に示す
ファイルが排紙された時刻を示す。
　カラム１００５は、カラム１００３に示すファイルのユーザ名を示す。カラム１００６
は、カラム１００５に示すユーザが複合機１００のID認証部１６０で認証を行った時刻を
示す。
【００４２】
　図８に示す排紙部履歴情報管理ファイル１０００では、例として複合機１００において
、No.1～３の計3件の印刷物混在が発生したことが示されている。まずNo.1では、排紙部
管理ＩＤ３に対応する鍵付き排紙トレイ１５８－３において、ユーザＥのファイルfile_A
.doc とユーザＦのファイルfile_B.pdf の混在が発生したことを表している。
　また、No.2では、排紙部管理ＩＤ1に対応する鍵付き排紙トレイ１５８－1において、ユ
ーザAのファイルfile_C.xls とユーザBのファイルfile_D.txt の混在が発生したことを表
している。
【００４３】
　同様に、No.3では、鍵付き排紙トレイ１５８－1において、今度はユーザAのファイルfi
le_E.pdf とユーザBのファイルfile_F.doc、更にはユーザＣのファイルfile_G.doc の混
在が発生したことを表している。
　図９は、本実施形態を示す画像処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図１に示した複合機１００において、排紙部履歴情報の登録の処
理例である。なお、Ｓ１１０１～Ｓ１１０３は各ステップを示す。また、各ステップに対
応する制御手順は複合機１００のＳＲＡＭ１３８またはＨＤ１３９に記憶されており、Ｃ
ＰＵ１３１により実行される。
　複合機１００は任意のユーザより印刷データを受信した際に本フローチャートを開始し
、まず、Ｓ１１０１で、上記印刷データが鍵付き排紙トレイ１５８に排紙するものである
かどうかをＣＰＵ１３１が判断する。ここで、鍵付き排紙トレイ１５８に排紙するもので
はないとＣＰＵ１３１が判断した場合は、直ちに本フローチャートを終了する。
【００４４】
　一方、Ｓ１１０１で、鍵付き排紙トレイ１５８に排紙するものであるとＣＰＵ１３１が
判断した場合には、Ｓ１１０２へ進む。
　そして、Ｓ１１０２で、当該ユーザに対応した鍵付き排紙トレイ１５８に既に他のユー
ザの印刷物が存在しているかどうかをＣＰＵ１３１が判断する。具体的に、ＣＰＵ１３１
は、ユーザのジョブを実行し、当該ジョブを実行することによって印刷される印刷物を排
紙するごとに、どの鍵付き排紙トレイに、どのユーザの印刷物を排紙したかを示す情報を
記憶しておく。そして、ＣＰＵ１３１は、当該記憶された情報に基づいて、Ｓ１１０２の
判断を行えばよい。ここで、存在していないとＣＰＵ１３１が判断した場合は、直ちに本
フローチャートを終了する。
【００４５】
　一方、Ｓ１１０２で、他のユーザの印刷物が存在しているとＣＰＵ１３１が判断した場
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合には、Ｓ１１０３で、排紙部履歴情報管理ファイル１１００に当該排紙履歴情報を登録
する。そして、以上の処理を実行した後、本フローチャートを終了する。
【００４６】
　図１０は、図１に示した複合機１００が管理する排紙部履歴情報管理ファイル１２００
の一例を示す図である。本例は、ユーザがジョブ履歴の表示を要求した際に、複合機１０
０の操作部１７０に対して、例えばユーザＢに対するジョブ履歴画面１２００を表示した
状態に対応する。なお、ジョブ履歴画面１２００は、複合機１００のID認証部１６０でユ
ーザＢが認証を行った際に表示される、図７に示す操作画面９００上から遷移することが
可能である。なお、本例は、図１に示した排紙制御部コントローラ１５１が、排紙履歴管
理処理を実行して、図１０に示す排紙部履歴情報管理ファイル１０００をコントローラ１
３０内のＳＲＡＭ１３８又はＨＤ１３９に保持して管理する。
【００４７】
　図１０において、カラム１２０１はユーザＢの各ジョブ履歴情報を一意に管理するため
の番号を示す。カラム１２０２は、排紙実行された時刻を示す。カラム１２０３は、排紙
されたファイル名を示す。カラム１２０４は、ファイルの排紙先である鍵付き排紙トレイ
１５８を示す。カラム１２０５は、カラム１２０３に示すファイルが排紙されてからユー
ザＢにより取り出されるまでの期間に、同じ鍵付き排紙トレイ１５８に印刷物の排紙を行
ったユーザ名を示す。
【００４８】
　本実施形態においては、まずカラム１２０１でNo.1として示されるジョブ履歴に関して
は、排紙してから取り出されるまでの期間に、他のユーザによる排紙は行われず、印刷物
の混在が発生していなかった。
　従って、図８に示す排紙部履歴情報管理ファイル１０００には当該ジョブ情報は登録さ
れていない。そのため、カラム１２０５に示す共有ユーザ欄には他のユーザ名は設定され
ていない。
　一方、カラム１２０１でNo.2,3として示されるジョブ履歴については、排紙部履歴情報
管理ファイル１０００の内容より、それぞれユーザＡおよびユーザＡ，Ｃとの印刷物の混
在が発生していたことが分かる。そのため、カラム１２０５に示す共有ユーザ欄にはそれ
ぞれ“ユーザＡ”、“ユーザＡ/ユーザＣ”と設定されている。
【００４９】
　例えば図１０のカラム１２０１でNo.2として示されるジョブ（file_D.txt）に関して、
ユーザＢが複合機１００のID認証部１６０で認証を行い、当該印刷物を取り出した際に、
枚数が不足していたものとする。その場合、ユーザＢは操作部１７０上でジョブ履歴１２
００を参照することで、file_D.txtが排紙された際に、同じ鍵付き排紙部にはユーザＡの
印刷物も混在していたことが分かる。従って、おそらくユーザＡが自身の印刷物と一緒に
file_D.txtの一部も誤って持ち去ってしまったものと判断することが可能となる。
【００５０】
　本実施形態によれば、鍵付き排紙トレイに複数ユーザの印刷物の混在が発生した場合に
、当該排紙部情報を履歴として残すことで、後からユーザが誰の印刷物と混在していたの
かを確認可能とする。そのため、あるユーザが他のユーザの印刷物の全てではなく一部の
みを誤って持ち去ってしまった場合にも、持ち去られたユーザは自分の印刷物の一部が足
りないことに気付いた時点で、誰が持ち去った可能性があるかを履歴によって知ることが
出来る。
【００５１】
　本実施形態におけるフローチャートに示す機能は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介
して取得したソフトウエア（プログラム）をコンピュータ等の処理装置（CPU、プロセッ
サ）にて実行することでも実現できる。
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
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　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【符号の説明】
【００５２】
１０～１２　ＰＣ　
１００　複合機
１３０　コントローラ
１６０　ＩＤ認証部
１７０　操作部
１５２　排紙先制御部
１５３　鍵制御部
１５６　排紙トレイ
１５７　エスケープトレイ
１５８　鍵付き排紙トレイ

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】
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